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同族会社の株式を評価するに当たり本件各土地は広大

地に該当すると主張するが、本件各土地は開発のため

の道路は不要なので、広大地には該当しないとした事

（関裁（諸）平 26 第 38 号 平成 27 年 3 月 24 日裁決） 

1.本件土地の概要 

本件土地は地積 973.52 ㎡の宅地で、建築基準法第 42

条第 2 項に規定する道路（本件 2 項道路）に接面する

不整形地である。 

本件債務免除日において、本件会社が所有する居宅

の敷地として利用されているが、当該居宅は空き家で

ある。本件 3 土地は、市街化調整区域内（建ぺい率 70％、

容積率 200％）に所在する。 

 

2.審判所の判断 

（１）市街化調整区域内の土地に係る広大地通達の適

用について 

①本件土地の存する■■■においては、■■■開発審

査会付議基準及び■■■開発審査会包括承認基準の各

記載のとおり。なお、■■■開発審査会包括承認基準

の「基準 2 既存宅地内建物」を以下「本件既存宅地開

発事業」という）が定められており、市街化調整区域

内に所在する宅地であっても、上記各基準を満たす場

合には開発行為を行うことができる。 

②本件土地は、本件既存宅地開発基準の 1 から 3 まで

の各定めに該当する宅地（以下、当該各定めに該当す

る宅地を「本件基準該当宅地」という）である。 

また、本件土地は、建築基準法第 42 条第 2 項の規定

により道路幅員が 4ｍとみなされている道路（以下「本

件 2 項道路」という）に接するのみであるが、本件既

存宅地開発基準 7（１）では、開発区域内の道路は、取

付け道路を含み幅員 6.0ｍ以上でなければならない旨

定めていることからすると、本件 2 項道路の隣接地の

一部を取得等し、本件 2 項道路の幅員を 6ｍにするこ

とにより、本件既存宅地開発基準 7（１）を満たすこ

とになる。 

④したがって、本件土地は、本件既存宅地開発基準に

基づく開発行為を行うことが可能な土地と認められる。 

（２）本件土地の所在する広大地通達にいうその地域

について 

広大地通達にいうその地域については、本件丙地域は、

字が「■■」の地域にあり、その地域内においては容

積率や建ぺい率が同一である。さらに、本件丙地域内

は、主として戸建住宅の敷地として利用されており、

その環境や利用状況がおおむね同一と認められること

から、広大地通達にいうその地域は本件丙地域とする

ことが相当である。 

（３）公共公益的施設用地の負担の必要性について 

① 本件丙地域においては、本件地域内住宅のほかに

戸建住宅用地の分譲事例がないことからすると、本件

丙地域は宅地開発が進んでいない地域と認められる。 

②また、本件丙地域を含む■■■は、本件既存宅地開

発基準に基づく開発道路を設けた開発行為が行われた

ことのない地域であり、さらには、本件地域内住宅の

うち、ほぼく形である 5 戸の敷地を除く 4 戸の敷地は

路地状敷地に区分されたものであることからすると、

本件丙地域において、開発道路を設ける開発行為が一

般的な開発行為とはいえない。 

③したがって、本件土地について開発行為を行うとし

た場合に、公共公益的施設用地の負担は必要ないこと

から、本件土地は広大地に該当しない。 

（４）本件各土地の価額について 

以上のとおり、本件土地の価額は評価通達の定めに従

い評価した価額が相当であり、広大地に該当しない。 

したがって、本件土地の価額を評価通達の定めに従い

評価すると、本件更正処分による価額と同額となる。 

 

以上 

------------------------------------------------ 

◆メルマガの配信停止は下記メールフォームから 

お願い致します。 

（https://www.erea-office.com/contact/） 

------------------------------------------------ 

相続ＫＯＢＡＫＡＮレター 
2018 年 5 月 29 日 ＶＯＬ.84 

http://www.fudousankanteishi.jp/ 

http://www.erea-office.com/ 

〒530-0047 

大阪市北区西天満１－１０－１６ 

株式会社アプレイザル総研 

TEL : 06-6315-5111／FAX : 06-6315-5125 

e-mail : info@erea-office.com 

文責：小林穂積 

https://www.erea-office.com/contact/
http://www.fudousankanteishi.jp/
http://www.erea-office.com/
mailto:info@erea-office.com

